
 【講演項目】 (定員20名、撮影・録音はご遠慮ください） 

◆◆◆　第3304回セミナー参加申込書　◆◆◆

■◇■　受付FAX：03-3639-3720　■◇■  その他ご連絡事項がありましたら欄外にお書きください。

　【Mail】

　【事務ご担当者名】 　【Ｔel】

　【請求書等ご送付先】 〒

　【法人名】 　【部署名】

　【役職名】 　【氏名】

　【Tel】 　【受講証明書】 ご希望の方は右の□にレ点を。□

●参加お申し込みには下欄各項目をご記入の上、下記受付FAXまでお送り下さい。●申込者が複数の場合は全員のお名前をご記入下さるか、この申込書をコ
ピーされ別途ご記入の上、FAXして下さい。●弊社ホームページ(「金融ファクシミリ」で検索)からもお申し込みできます。●お客様の情報を部外者に提供すること
はしません。●FAXまたはホームページからの申し込み受付を以て正式契約となります。●申込書受信後、弊社から参加受講券を兼ねた「受付完了メール」をお
客様へ送信し、その後、｢請求書｣を別途ご郵送します。●申し込まれたのに、受付完了メールがお客様の元に届かない場合は、弊社担当（電話03-3639-8858)
までご連絡下さい。●お申し込み後に参加不都合となった場合は、キャンセルではなく代理出席をお願いします。それも難しい場合は資料郵送をもって出席とさ
せていただきます。●お振り込みいただいた受講料は原則お返しできませんが、開催中止の場合はご返金します。その他の補償はしかねます。●今後、当FAX
案内を希望されない方は、欄外に会社名、部署名、電話番号、FAX番号とともに「案内不要」とご記入の上、受付FAXまでご送信下さい。

◆◆◆ 《第3304回金融ﾌｧｸｼﾐﾘ新聞社ｾﾐﾅｰ》のご案内 ◆◆◆

新しい金融ファクシミリ新聞社セミナーをご案内致しました。ご回覧、ご検討をお願いします。
主催：ＦＮコミュニケーションズ(電話03-3639-8858)　共催：金融ファクシミリ新聞社(http://www.fng-net.co.jp)

決済サービスに係る規制と留意点
～決済代行、電子決済代行業等への登録制導入も踏まえて～

　山下・柘・二村法律事務所
　中崎 隆 氏　パートナー 弁護士　　小堀 靖弘 氏　弁護士

【講演趣旨】　昨年の割賦販売法改正により決済代行業者に登録制が導入されました。また、本年の銀行法改正により、電子決済等代行業
者による登録制や、銀行API等の提供の努力義務が導入される予定です。そこで本講演では、当該分野を専門とする二人の弁護士が、複雑
な決済法制の全体像を、各規制との関係でよく問題となる実務上の留意点などを中心に分かりやすく解説します。中崎弁護士は、前回の割賦
販売法改正時の立法担当官の一人です。なお本講演は、金融機関、決済代行業者、セキュリティ関連業者様の事業戦略・企画担当、法務担
当等の方を主な受講者と想定して行います。

　１　決済法の全体像
　　・為替取引に該当する決済と為替取引に該当しない決済
　　・銀行送金、資金移動、デビットカードに係る規制と留意点
　　・クレジットカード、プリペイドカードの規制と留意点
　　・決済代行、収納代行等の規制と留意点
　　・個別クレジット、前払式特定取引の規制と留意点
　　・企業ポイントの規制（景表法、資金決済法）と留意点
　　・犯罪収益移転防止法、外為法、国外送金調書法、
　　　反社チェック対応と留意点
　　・個人情報保護法、金融庁ガイドライン、信用分野ガイドライン
　　　と留意点
　　・決済サービスに係るプロモーションと規制
　　　（特商法、特定電子メール法 等）
　　・消費者契約法と留意点

　２　クレジットカードに係る規制と割賦販売法の改正
　　・登録制　　・割賦販売法の改正の内容　決済代行と登録制
　　・決済代行／加盟店におけるセキュリティ対応義務（PCI DSS、IC化対応等）
　　・苦情対応、法令遵守体制　　・カード番号の漏洩／不正利用と責任分担
　　・改正対応のための準備
　３　銀行法改正と電子決済等代行業
　　・登録制　　・銀行等におけるAPI対応の努力義務
　　・クレジットカード業におけるAPI対応について
　　・欧州決済サービス指令（PSD）との関係
　　・データ漏洩と、電子決済等代行業者の責任
　　・改正対応のための準備
　４　決済法制の将来
　　・決済法制の流れについて
　　・欧米における動向について

【講師紹介】　中崎 隆 (なかざき りゅう) 氏　大手法律事務所にて金融部門に従事。その後、経済産業省に出向し、割賦販売法・特定商取引
法の改正、逐条解説／監督の基本方針の策定や、クレジットカード・電子マネー等の産業促進の業務に従事。その後、大手ネット企業の法務
部門にて、決済／広告事業等を担当。著書：「詳説 割賦販売法」（単著）、「詳説 犯罪収益移転防止法・外為法」など。決済／ネットビジネスが
専門。米国に8年滞在経験があり、英文契約の交渉等にも、通訳兼法務アドバイザーとして多数従事。
　小堀　靖弘 (こほり やすひろ) 氏　山下・柘・二村法律事務所入所後、顧問先クレジットカード会社に出向。改正貸金業法、平成２０年改正割
販法対応等における社内体制の整備に従事。同事務所復帰後は、カード事業に関連する法務相談・訴訟等に従事。著書・論文：「詳説 犯罪
収益移転防止法・外為法」、「貸金業法4条施行～その論点と運用実務」など。貸金業法、対消費者取引に関連する法律が専門。

　　【日時】 2017年5月24日（水）13:30-16:30 　　【場所】 東京都中央区日本橋小網町9-9
　　　　　　　小網町安田ビル2F　セミナールーム
　　　　　　　セミナー事務局TEL：03-3639-8858

　　【料金】 1人目は 29,000円 (税込31,320円)
　　　　　　　2人目から 27,000円 (税込29,160円)

●本セミナーご参加者には、6枚で1回無料受講できるポイントカードをお1人につき1枚謹呈いたします。


